
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新

徴
収
指
導
員（
臨
時
職
員
）募
集

税

医
　療

申込先　
　金融機関もしくは市税務グループ
持ち物　
　通帳、通帳に使用している印鑑
※口座振替開始は、申込みから２か月後になります。
問合せ先
　市県民税（市税務グループ）
　☎５２‐１１１１（内線２４６・２４７）
※口座振替は（内線２４１・２４３・２５９）へ

市県民税第１期の納期限は
７月１日(月)です

～かならず納期限内に納めましょう～

納税には口座振替が便利です
　納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコ
ンビニなどへ出かけて支払う必要がありませ
ん。口座振替の方は、残高の確認をお願いし
ます。

口座振替申込
情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

募
集
人
数
　１
人

主
な
職
務
内
容
　

①
市
税
の
滞
納
処
分
（
差
押
・
公
売
・
交

付
要
求
な
ど
）
に
関
す
る
事
務
　

②
市
税
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
お
よ
び
徴

収
率
向
上
の
た
め
の
提
案

③
困
難
案
件
事
例
に
つ
い
て
の
窓
口
折
衝

な
ど
の
対
応
補
助
　

④
職
員
へ
の
指
導
お
よ
び
研
修

任
用
期
間
　8
月
1
日
㈭
〜
令
和
2
年
３

月
31
日
㈫
（
更
新
あ
り
）

勤
務
時
間
　概
ね
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
　

勤
務
日
数
　週
４
日
以
内

賃
金
な
ど
　
時
給
2
，7
0
0
円
（
雇
用
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情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

保
険
・
社
会
保
険
を
含
む
）
通
勤
手
当

は
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
通
勤
手
当

相
当
分
を
賃
金
に
上
乗
せ
す
る
（
自
動

車
通
勤
も
可
）
。

応
募
資
格
　概
ね
65
歳
以
下
で
、
次
の
①
・

②
の
条
件
を
満
た
す
方

①
税
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
を
10
年

以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

②
指
定
官
職
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

※
な
お
、
地
方
公
務
員
法
第
16
条
（
欠
格

条
項
）
の
規
定
に
該
当
す
る
方
、
日
本

国
籍
を
有
し
な
い
方
、
高
浜
市
税
の
滞

納
が
あ
る
方
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

応
募
期
間
　６
月
17
日
㈪
〜
28
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
と
祝
日
を
除
く
開
庁
時
間
）

※
応
募
書
類
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

※
7
月
中
旬
に
面
接
を
実
施
し
ま
す
。

応
募
資
格
の
真
否
な
ど
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
記
載
内
容
に
虚

偽
ま
た
は
不
正
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
場
合
は
、
採
用
を
取
り
消
し
ま
す
。

提
出
・
問
合
せ
先

　
市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
内
線
241
）

母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
は
、
毎

年
「
受
給
者
証
」
の
更
新
が
必
要
で
す
。

こ
の
更
新
手
続
き
は
、
母
子
家
庭
等
医
療

費
助
成
を
８
月
１
日
以
降
に
受
け
る
資
格

が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
現
在
、
「
受
給
者
証
」
の
交
付

を
受
け
て
い
る
世
帯
に
は
６
月
下
旬
に
更

新
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
の
通
知
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

更
新
期
間
　７
月
10
日
㈬
ま
で

更
新
方
法
　郵
送
で
届
い
た
通
知
に
基
づ

き
、
同
封
の
封
書
に
よ
り
書
類
を
返
送

※
返
送
さ
れ
た
書
類
の
審
査
を
行
い
、
受

給
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
７
月
末
ま
で

に
８
月
以
降
使
用
で
き
る
「
受
給
者
証
」

を
郵
送
し
ま
す
。

注
意
事
項
　

・
前
年
の
所
得
状
況
を
申
告
し
て
い
な
い

場
合
は
、
受
給
資
格
の
審
査
が
で
き
な

い
た
め
、
至
急
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
８
月
以
降
は
新
し
い
（
更
新
後
）
「
受

給
者
証
」
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
古
い
（
更
新
前
）
「
受
給
者
証
」
は
８

月
以
降
、
市
役
所
へ
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先
　

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
内
線
217
）
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